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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年９月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年８月１３日 １０時３０分ごろ 

発生場所 福井県和田港 

 和田港北防波堤灯台から真方位１０４°２,３００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２９.５′ 東経１３５°３５.８′） 

事故の概要  水上オートバイタイトジャパーンは、漂泊中、また、水上オートバ

イM
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は、遊走中、両船が衝突した。 

 タイトジャパーンは、操縦者が死亡して同乗者が負傷し、右舷船尾

側のシートブラケット等に破損を生じ、また、M.Fは、左舷船首防舷

材に破損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年８月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ タイトジャパーン、０.２トン 

   ２５０－５３５８４福井、個人所有 

   ２.８９ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１５４.５kＷ、平成２０年６月 

Ｂ 水上オートバイ M.F、５トン未満 

   ２５３－２２１９０福井、個人所有 

   ２.７０ｍ（Lr）×１.１１ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６２.５kＷ、平成１０年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ 男性 １５歳 

   操縦免許 なし 

  同乗者Ａ 男性 １５歳 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 １５歳 

   操縦免許 なし 

Ｃ 引率者 男性 ５１歳 

   二級小型船舶操船士・特殊小型船舶操船士 

    免許登録日 平成２７年６月２６日 

    免許証交付日 平成２７年６月２６日 

           （平成３２年６月２５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 死亡 １人（操縦者Ａ）、軽傷 １人（同乗者Ａ） 
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Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾側のシートブラケット及び左舷ハンドル等に破損 

Ｂ 左舷船首防舷材に破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  引率者は、操縦者Ａ、操縦者Ｂ及び同乗者Ａほか１人を連れて福井

県高浜町所在のマリーナ（以下「本件マリーナ」という。）を訪れ、

本件マリーナに置いていた知人達が所有する３人乗りのＡ船及びＢ船

を借り受け、操縦者Ａ、操縦者Ｂ等に和田港青戸地区沖で操縦させて

いた。 

 Ａ船は、操縦者Ａが操縦席に、同乗者Ａが後部座席にそれぞれ腰を

掛け、船首を東に向けて漂泊中、平成２７年８月１３日１０時３０分

ごろ、Ａ船の右舷船尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが操縦席に腰を掛けて遊走中、Ａ船と衝突した。 

 陸上で本事故の発生に気付いた引率者は、付近を遊走していたプレ

ジャーボートに依頼して負傷した操縦者Ａ及び同乗者Ａを本件マリー

ナに運び、１１９番へ通報した。 

操縦者Ａ及び同乗者Ａは、救急車により病院に搬送され、操縦者Ａ

が、８月１７日外傷性くも膜下出血及び硬膜下血腫で死亡し、同乗者

Ａが右臀
でん

部打撲を負った。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  引率者は、操縦者Ａ、操縦者Ｂ等が１６歳未満であり、特殊小型船

舶操縦免許を取得できないので、水上オートバイを操縦させてはなら

なかった。 

 操縦者Ａ、同乗者Ａ及び操縦者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ 不明、Ｃ あり 

Ａ 不明、Ｂ 不明、Ｃ なし 

Ａ 不明、Ｂ 不明、Ｃ なし 

 Ａ船は、和田港において漂泊中、Ｂ船と衝突したものと考えられる

が、操縦者Ａが死亡し、また、同乗者Ａから情報を得られなかったた

め、衝突に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

 操縦者Ａの死因は、外傷性くも膜下出血及び硬膜下血腫であった。 

 Ｂ船は、和田港において遊走中、Ａ船と衝突したものと考えられる

が、操縦者Ｂから情報を得られなかったため、衝突に至った状況を明

らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、和田港において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が遊走中、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・特殊小型船舶操縦免許を取得できない者に水上オートバイを操縦

させてはならない。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年８月１３日 

１０時３０分ごろ発生） 

福井県 

京都府 

滋賀県 

和田港北防波堤灯台 


